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＜今回の相談事例＞ 

関東在住の知人宅に、全国銀行協会を名乗る封書が届き、「元号の改正 

に伴い銀行法の改正がされ、全ての金融機関のキャッシュカードが不正 

操作防止用のキャッシュカードに変更することとなりました。」と書かれ 

ていて、銀行口座と暗証番号の記入用紙があり、キャッシュカードと一 

緒に返送するようにと書いているらしい。私にも今後届くのだろうか。 

                          （８０代女性） 

                                                     
【アドバイス】 

●全国銀行協会や銀行員が暗証番号をたずねることはありません！ 
改元に便乗した詐欺が多く発生しています。今回の相談は、全国銀行協会をかたり安

心させ、キャッシュカードと暗証番号を記入した用紙をだまし取り、お金を引き出す

詐欺の手口です。全国銀行協会や銀行員、また警察官や公的機関の職員が、暗証番号

をたずねることは絶対にありません。このような郵便が届いたときは、無視してくだ

さい。 

●キャッシュカードは絶対に他人に渡さないでください！ 
今回の相談に限らず、公的機関や警察をかたり、キャッシュカードをだまし取る詐欺

の手口が過去にも発生しています。公的機関や警察がキャッシュカードを預かること

は絶対にありません。キャッシュカードは絶対に他人に渡さないでください！ 

●不審に思ったり不安なときは、すぐに消費生活センターに相談しましょ

う！ 
 

        ニセ電話詐欺に要注意！ 

戸 畑【ウェルとばた７Ｆ】           ☎８６１－０９９９ 

門 司【門司区役所東棟１Ｆ】        ☎３３１－８３８３ 

小倉北【小倉北区役所西棟１Ｆ】         ☎５８２－４５００ 

小倉南【小倉南区役所３Ｆ】           ☎９５１－３６１０ 

若 松【若松区役所２Ｆ】            ☎７６１－５５１１ 

八幡東【八幡東区役所本館２Ｆ】         ☎６７１－３３７０ 

八幡西【八幡西区役所コムシティ４Ｆ】   ☎６４１－９７８２ 

消費者ホットライン ☎１８８
 いやや！

（あなたの地域の消費生活センターにつながります） 
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